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第４回 上富良野町国民健康保険運営協議会議事録 

１ 日 時  自 平成１８年２月７日  １９時００分 

       至 平成１８年２月７日  ２１時１０分 

２ 場 所  上富良野町役場 審議室 

３ 出席者 

公 益 代 表        堀 内 愼一郎・花 輪 俊 夫・大 柳 房 子 

保険医・薬剤師代表        小 玉 庸 郎・大 倉 隆 司・小 熊 康 夫 

被保険者代表        杉 本 隆 一・鎌 田 孝 徳 

（欠席委員 小 松 紀代美） 

事 務 局       町長・町民生活課長・税務課長・高橋主幹・田中主幹 

         北川主査・宮下主査・吉澤主事・谷主事 

４ 付議議題 

 ①平成１７年度国民健康保険特別会計補正予算について 

 ②平成１８年度国民健康保険特別会計予算について 

 ③国民健康保険税条例の改正について 

 

 

 

 



 

 

１ 町長挨拶 

町 長  本日の会議では報告事項として、国保の納付・給付状況また、滞納措置につい

ての報告がある。介護保険に関しては、歳入不足により保険税の改定もする予定

である。町としても非常に厳しい財政状況であり、みなさんの意見を聞きながら

進めていきたいと思っていますで、今後ともご協力願います。 

２ 会長挨拶 

会 長  国保運営については順調にきている。補正と来年度予算及び介護保険料の一部

改定について意見を聞きたい。介護保険料の増税や過年度の滞納分、町税、使用

料について、滞納繰越は減ってきてはいるが、この者への行政サービスの制限に

ついて、財政も厳しい状況の中において対応を迫られており、行政サービスの制

限についてもあとで説明があると思うが、みなさんの意見を聞いていきたい。今

回の協議会については、3月上旬に定例会があり例年より早めに開催させていた

だいた。 

  今回の運営委員会の議事録署名委員について事務局案は。 

町民生活課長  鎌田委員・小熊委員にお願いしたいと思います。 

会 長  今回の運営委員会の議事録署名委員は鎌田委員・小熊委員にお願いします。 

３ 報告事項 

（１）平成 17年度国民健康保険税納付状況について 

税務課長 （別紙により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

大倉委員  滞納者への措置について、収納未済額の内訳把握しているのか。どのような対

応をするのか。 

会 長  納期がきていないものもあるので、裏面の 16年度の数字を見ていただきたい。

対応等については、諮問事項の（３）の中で詳しい説明があると思いますので、

そちらで説明を受けることでよろしいか。 

大倉委員 （了承） 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

（２）平成 17年度国民健康保険給付状況について 

宮下主査 （議案 P１～１２により説明） 



 

 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

花輪委員  空知広域の収納率 100％とは？ 

町 長  広域で行っており未納は町村で負担しているため、100％の収納率となるが、

町でどれくらいの負担をしているかはわからない。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

（３）国民健康保険税の滞納措置について（P13～16） 

宮下主査 （議案 P１３～１６により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  滞納措置による資格証明書の発行は慎重に対応しないと、支払いができないの

で病院にかかれないという状況も想定される。 

大倉委員  みな払わない人ばかりなのか。 

会 長  支払えない人もいるが、お金があっても支払わない人がいる。 

小玉委員  病気のことだから恐ろしい。 

町 長  慎重に対応しないとテレビ等で報じられているように、病院にかかることがで

きずに死亡するというようなことになっても困るので、十分に考慮し、慎重を期

して対応していかなければならない。 

町民生活課長  これまでは、短期証などで対応してきた。 

町 長  これからは、資格証明書で対応していかなければならないと思っている。納税

相談で約束し、分納する予定を立てても滞納は増えていく状況にある。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

４ 諮問事項 

（１）平成 17年度国民健康保険特別会計補正予算について 

宮下主査 （議案 P１７～１９により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  退職分の税収と医療費が増えたが、何人ぐらいいるのか？ 

宮下主査  現在 577 人となっているが、当初予算では 500 人程度を見込んでいたが、見

込みを大きく上回る状況となった。 

会 長  基金積み立ては利子だけであるが、積立金残高は、沿線ではまだ良いほうでは



 

 

ないか？ 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

会 長  諮問のありました件について、原案のとおりでよろしいでしょう か。 

各委員 （異議なし） 

（２）平成 18年度国民健康保険特別会計予算について（P20～27） 

宮下主査 （議案 P２０～２７により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

小玉委員  出産一時金はいつからやっているのか。 

町 長  国保制度発足当時から実施している。 

花輪委員  いつ頃に支払われるのか。 

宮下主査  通常は、出生届を提出する際に申請してもらうので、出生してから概ね 1か月

程度で支払っています。 

小玉委員  国保ヘルスアップ事業については、富良野が平成１８年度から実施するという

ことを聞いたが？ 

宮下主査  平成１８年度事に申請するということを聞いています。 

会 長  前にも意見を出したが、滞納額の歳入見積もりの積算が甘いのではないか。 

田中主幹  歳入欠陥とならないよう、かための数字で計上しております。 

町 長  滞納者の滞納状況にも様々なものがあり、収納確保が難しい。 

会 長  4千万近い滞納額で 15％は少ない、せめて 20％ぐらいの 800万上乗せした予

算を立てたほうがいいのでは。始めからあきらめているのか。 

田中主幹  今年も 30％近く収納できるのではないかと考えています。その年によって高

額を納める方がいたりするので、予算額に甘んじることなく努力します。 

町 長  滞納の中身の検証、不良債権の整理も必要。徴収できるものとできないものに

分類している。これらについては、不納欠損しないと回収はまず無理である。ご

理解いただきたい。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

会 長  諮問のありました件について、原案のとおりでよろしいでしょう か。 

各委員 （異議なし） 



 

 

（３）国民健康保険税条例の改正について（P28～33） 

宮下主査 （議案 P２８～３３により説明） 

会 長  何か質問・意見等ありませんか。 

花輪委員  来年度、介護分を改正すればどのくらいもつのか。 

会 長  今回の税条例の改正後も何年かごとに見直しになると思うが、２，３年は据え

置きとなるのか？ 

宮下主査  状況が変わらなければこのままでいくと思うが、介護分の支出が増えればわか

らない。平成 19 年までは何とかもつと見込んでいるが、今後、医療費分も上が

ることが見込まれるので、医療分と重複して引き上げないことが望ましいと考え

ています。 

会 長  介護保険料を毎年変えている所があるがそれもこまる。急な金額の増額をしな

いで少しずつ上げていくために、先取りの形となるが、みなさんいかがか。 

花輪委員  今不足の収納見込みがないから、増額か？ 

会 長  介護２号被保険者が減っているのと、反対に給付は増えている。介護度も 7段

階に変わり利用できない人も出てくる。どちらにしてもいずれも足りない状況に

なる。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

会 長  諮問のありました件について、原案のとおりでよろしいでしょう か。 

各委員 （異議なし） 

５ その他 

（１）上富良野町町税等の滞納者に対する行政サービスの制限措置に関する条例（仮称）について 

税務課長 （別添資料により概要説明） 

田中主幹 （別添資料により内容説明） 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

会 長  氏名公表までいくと効果あるのではないか。住民会長会議や行財政会議等で説

明し、議論してきていると思うが効果があるのかは、やってみないとわからない。 

  芦別や当麻ではやっており、今後考えていかなければならない。 

  年々収納率が下がっている中で、滞納率の問題も大きくなってきている。 

  検討を重ねる必要がある。 



 

 

花輪委員  徴収事務に臨時職員等で対応できないのか？ 

田中委員  法律上臨時ではプライバシー等の関係もあり無理です。 

町 長  既存の法律を行使していけばいいのだが、保育所や住宅から出て行けともいえ

ない。1件で何百万もある人もおり、回収がままならない。 

  滞納者の氏名公表には条例化している町村もあるが、個人情報等の関係もあり

訴訟となっても困るため、慎重にならざるをえない。 

小玉委員  滞納者が大きくなってきている中で、小さな問題ではなくなってきているので

はないか。 

会 長  納税奨励金がなくなって、収納率は下がったか？ 

町 長  そういう状況は見受けられない。ただ今後農協の組勘がなくなってどうなるか。 

会 長  他に何か質問・意見等ありませんか。 

各委員 （特に意見なし） 

会 長  他に何もなければ、これで本日の運営協議会を終わりたいと思います。 


